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第
七
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
項
に
た
だ
し
書
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

た
だ
し
、
特
許
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
四
年
分
か
ら
第
十
年
分
ま
で
の
特
許
料
を
別
に
納
付
す
る
場

合
は
、
そ
の
都
度
、
様
式
第
七
十
一
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
一
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
七
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
添
付
書
面
）

第
七
十
四
条

特
許
法
施
行
令
第
十
五
条
及
び
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
の
三
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

特
許
法
施
行
令
第
十
四
条
第
一
号
イ
又
は
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
の
二
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
要
件

に
該
当
す
る
場
合

当
該
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

二

特
許
法
施
行
令
第
十
四
条
第
一
号
ロ
又
は
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
の
二
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件

に
該
当
す
る
場
合

市
町
村
民
税
（
特
別
区
民
税
を
含
む
。）に
係
る
納
税
証
明
書
そ
の
他
当
該
要
件
に
該
当
す

る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
非
居
住
者
」
と
い
う
。）に
あ
つ
て
は
、
所
得
税
法
第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
所
得
税
に
相
当
す

る
税
に
係
る
申
告
書
の
写
し
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
外
国
所
得
税
に
相
当
す
る
税
に
係
る
申
告
書
の
写
し
」

と
い
う
。））

三

特
許
法
施
行
令
第
十
四
条
第
一
号
ハ
又
は
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
の
二
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
要
件

に
該
当
す
る
場
合

所
得
税
に
係
る
納
税
証
明
書
そ
の
他
当
該
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
非
居

住
者
に
あ
つ
て
は
、
外
国
所
得
税
に
相
当
す
る
税
に
係
る
申
告
書
の
写
し
）

四

特
許
法
施
行
令
第
十
四
条
第
一
号
ニ
又
は
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
の
二
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
要
件

に
該
当
す
る
場
合

事
業
税
に
係
る
納
税
証
明
書
そ
の
他
当
該
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
非
居

住
者
に
あ
つ
て
は
、
外
国
所
得
税
に
相
当
す
る
税
に
係
る
申
告
書
の
写
し
）

五

特
許
法
施
行
令
第
十
四
条
第
一
号
ホ
又
は
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
の
二
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
要
件

に
該
当
す
る
場
合

当
該
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

六

特
許
法
施
行
令
第
十
四
条
第
二
号
又
は
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該

当
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）
次
に
掲
げ
る
書
面

イ

定
款
、
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
前
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
（
資
本
金
又
は
出
資
を
有
し
な
い

法
人
に
あ
つ
て
は
、
前
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
外
国

法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
法
人
」
と
い
う
。）に
あ
つ
て
は
、
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発

給
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
名
称
及
び
住
所
並
び
に
資
本
金
又
は
出
資
の
総
額
を
記
載

し
た
も
の
）

ロ

法
人
税
と
し
て
納
付
し
た
税
額
又
は
納
付
す
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
税
額
を
証
す
る
書
面
（
外
国
法
人
に

あ
つ
て
は
、
損
益
計
算
書
）

ハ

前
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
株
主
等
（
法
人
税
法
第
二
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
株
主
等
を
い
う
。）

の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
そ
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
出
資
の
金
額
を
記
載
し
た
書
面

七

特
許
法
施
行
令
第
十
四
条
第
二
号
又
は
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該

当
す
る
場
合
（
同
号
ロ
に
お
い
て
、
そ
の
設
立
の
日
以
後
十
年
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
に
該
当
す
る
場
合
に

限
る
。）
次
に
掲
げ
る
書
面

イ

定
款
、
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
前
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
（
外
国
法
人
に
あ
つ
て
は
、
官
公

署
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
名
称
、
住
所
、
資
本
金
又
は

出
資
の
総
額
及
び
設
立
の
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
の
う
ち
、
資
本
金
又
は
出
資
の
総
額
及
び
そ
の
設
立

の
日
を
証
す
る
一
又
は
二
の
書
面
（
資
本
金
又
は
出
資
を
有
し
な
い
法
人
に
あ
つ
て
は
、
前
事
業
年
度
末
の

貸
借
対
照
表
及
び
定
款
、
寄
付
行
為
又
は
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
の
う
ち
、
そ
の
設
立
の
日
を
証
す
る
書

面
）

ロ

前
号
ハ
に
掲
げ
る
書
面

二

特
許
法
第
百
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
審
理
を
開
始
し
て
か
ら
最
初
に
事
件
が
審
決
を
す
る
の
に
熟

し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
審
判
官
が
審
判
の
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
又
は
特
許
法
第
百
三
十
四
条

の
二
第
一
項
の
訂
正
の
請
求（
審
判
の
請
求
が
さ
れ
て
い
る
請
求
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。）を
認
め
な
い
と
き
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
と
き
に
審
決
の
予
告
を
し
た
後
で
あ
つ
て
事
件
が
審
決
を
す
る
の
に
熟
し
た

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
審
決
の
予
告
を
し
た
と
き
ま
で
に
当
事
者
若
し
く
は
参
加
人
が
申
し
立
て
た
理
由
又

は
特
許
法
第
百
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
審
理
の
結
果
が
通
知
さ
れ
た
理
由
（
当
該
理
由
に
よ
り
審
判

の
請
求
を
理
由
が
あ
る
と
す
る
審
決
の
予
告
を
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。）に
よ
つ
て
、
審
判
官
が
審
判
の
請

求
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

第
六
十
六
条
第
五
号
中
「
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
旨
」
の
下
に
「
、
特
許
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
に
基
づ
く
特
許
権
の
移
転
の
登
録
が
あ
つ
た
旨
」
を
加
え
る
。

第
六
十
九
条
第
四
項
中
「
大
学
等
技
術
移
転
促
進
法
」
を
「
特
許
法
第
百
九
条
、
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す

る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
」
を

「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
」
に
改
め
、「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第

十
七
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
回
復
理
由
書
の
様
式
等
）

第
六
十
九
条
の
二

特
許
法
第
百
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
料
及
び
割
増
特
許
料
を
追
納
す
る
場
合

に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
様
式
第
七
十
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
回
復
理
由
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
の
回
復
理
由
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
特
許
法
第
百
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
許
庁
長
官
が
、
そ
の
必
要
が
な
い
と

認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
の
回
復
理
由
書
の
提
出
は
、
二
以
上
の
事
件
に
係
る
回
復
理
由
書
に
つ
い
て
、
当
該
書
面
の
内
容
（
当

該
回
復
理
由
書
に
係
る
事
件
の
表
示
を
除
く
。）が
同
一
の
場
合
に
限
り
、
一
の
書
面
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
条
の
見
出
し
中
「
に
乏
し
い
個
人
の
」
を
「
を
考
慮
し
て
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。

４

特
許
法
施
行
令
第
十
四
条
第
一
号
ニ
及
び
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
の
二
第
一
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
所

得
の
算
定
は
、
所
得
税
法
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
不
動
産
所
得
及
び
事
業
所

得
の
金
額
を
合
計
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

５

特
許
法
施
行
令
第
十
四
条
第
一
号
ニ
及
び
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
第
一
条
の
二
第
一
号
ニ
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
額
は
、
二
百
九
十
万
円
と
す
る
。

第
七
十
一
条
の
見
出
し
、
同
条
第
二
項
及
び
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項

第
七
号
に
規
定
す
る
外
国
法
人
（
第
七
十
四
条
に
お
い
て
「
外
国
法
人
」
と
い
う
。）に
関
す
る
」
を「
規
定
に
よ
る
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
三
項
と
す
る
。
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